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(57)【要約】
【課題】脈波に関する情報をより精度よく取得する。
【解決手段】脈波を測定する装置は、互いに離間した測
定部位のそれぞれに対応して配置され得る第１脈波セン
サ部および第２脈波センサ部と、を備え、第１脈波セン
サ部は、第１周波数を有する第１電流信号を対応の前記
測定部位に出力する第１出力部と、当該対応の測定部位
から脈波を表す電圧信号を検出するための第１検出部と
、を含む。第２脈波センサ部は、第１周波数とは異なる
第２周波数を有する第２電流信号を対応の測定部位に出
力する第２出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表
す電圧信号を検出するための第２検出部と、を含む。さ
らに、測定装置は、第１検出部が検出する脈波を表す電
圧信号を、第１周波数に対応のフィルタ特性に基づき処
理する第１処理部と、第２検出部が検出する脈波を表す
電圧信号を、第２周波数に対応のフィルタ特性に基づき
処理する第２処理部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脈波を測定する装置であって、
　互いに離間した測定部位のそれぞれに対応して配置され得る第１脈波センサ部および第
２脈波センサ部と、を備え、
　前記第１脈波センサ部は、第１周波数を有する第１電流信号を対応の前記測定部位に出
力する第１出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するための第１
検出部と、を含み、
　前記第２脈波センサ部は、前記第１周波数とは異なる第２周波数を有する第２電流信号
を対応の前記測定部位に出力する第２出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧
信号を検出するための第２検出部と、を含み、
　さらに、
　前記第１検出部は、検出する前記脈波を表す電圧信号を、前記第１周波数に対応のフィ
ルタ特性に基づき処理し、
　前記第２検出部は、検出する前記脈波を表す電圧信号を、前記第２周波数に対応のフィ
ルタ特性に基づき処理する、測定装置。
【請求項２】
　前記第１周波数は６０ｋＨｚを示し、前記第２周波数は５０ｋＨｚを示す、請求項１に
記載の測定装置。
【請求項３】
　脈波を測定する装置であって、
　互いに離間した測定部位のそれぞれに対応して配置され得る第１脈波センサ部および第
２脈波センサ部を備え、
　前記第１脈波センサ部は、第１周波数を有する第１電流信号を対応の前記測定部位に出
力する第１出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するための第１
検出部と、を含み、
　前記第２脈波センサ部は、第２周波数を有する第２電流信号を対応の前記測定部位に出
力する第２出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するための第２
検出部と、を含み、
　前記第１脈波センサ部と前記第２脈波センサ部を、予め定められた間隔で交互に駆動す
る、測定装置。
【請求項４】
　前記第１周波数と前記第２周波数は、同じ周波数を示す、請求項３に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記第１周波数は、前記第２周波数とは異なる、請求項３に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記第１周波数は、５０ｋＨｚまたは６０ｋＨｚを示し、
　前記第２周波数は、５０ｋＨｚまたは６０ｋＨｚを示す、請求項１から５のいずれか１
項に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記測定装置は、さらに、
　前記第１検出部が検出する前記電圧信号が示す脈波および前記第２検出部が検出する前
記電圧信号が示す脈波の少なくとも一方から、脈波伝搬速度を検出する、請求項１から６
のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記測定装置は、さらに、
　前記第１検出部が検出する前記電圧信号が示す脈波から算出される前記脈波伝搬速度に
基づく第１血圧および前記第２検出部が検出する前記電圧信号が示す脈波から算出される
前記脈波伝搬速度に基づく第２血圧の少なくとも一方を算出する血圧算出部を、さらに備
える、請求項７に記載の測定装置。
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【請求項９】
　前記測定装置は、さらに、
　前記第１検出部および前記第２検出部が検出する前記脈波を表す電圧信号のそれぞれに
ついて、Ｓ／Ｎ比を検出する、請求項８に記載の測定装置。
【請求項１０】
　前記血圧算出部は、前記第１検出部および前記第２検出部が検出する前記脈波を表す電
圧信号のうち、前記Ｓ／Ｎ比の高い方の電圧信号が示す脈波から算出される前記脈波伝搬
速度に基づく血圧を算出する、請求項９に記載の測定装置。
【請求項１１】
　前記血圧算出部は、
　前記第１血圧および前記第２血圧のうちの代表血圧を算出する、請求項９または１０に
記載の測定装置。
【請求項１２】
　前記代表血圧は、
　前記第１血圧および前記第２血圧の平均血圧を含む、請求項１１に記載の測定装置。
【請求項１３】
　前記平均血圧は、
　前記第１血圧および前記第２血圧のそれぞれに重みを付けて算出される平均であって、
　前記第１血圧の重みは対応のＳ／Ｎ比に基づき、前記第２血圧の重みは対応の前記Ｓ／
Ｎ比に基づいている、請求項１２に記載の測定装置。
【請求項１４】
　前記測定装置は、ディスプレイと、
　表示部を有した外部の情報処理装置と通信する通信部を、さらに備え、
　前記測定装置は、
　前記血圧算出部が算出した血圧値を前記表示部に表示するように、前記通信部を介して
前記情報処理装置に送信する、請求項８から１３のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項１５】
　装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記装置は、
　互いに離間した測定部位のそれぞれに対応して配置され得る第１脈波センサ部および第
２脈波センサ部と、を備え、
　前記制御方法は、
　前記第１脈波センサ部を、第１周波数を有する第１電流信号を対応の前記測定部位に出
力するよう制御する第１出力ステップと、
　前記第１脈波センサ部を、前記第１脈波センサ部に対応の測定部位から脈波を表す電圧
信号を検出するよう制御する第１検出ステップと、
　前記第２脈波センサ部を、第２周波数を有する第２電流信号を対応の前記測定部位に出
力するよう制御する第２出力ステップと、
　前記第２脈波センサ部を、前記第２脈波センサ部に対応の測定部位から脈波を表す電圧
信号を検出するよう制御する第２検出ステップと、
　前記第１検出ステップにおいて検出する前記脈波を表す電圧信号を、前記第１周波数に
対応のフィルタ特性に基づき処理する第１処理ステップと、
　前記第２検出ステップにおいて検出する前記脈波を表す電圧信号を、前記第２周波数に
対応のフィルタ特性に基づき処理する第２処理ステップと、を備える、プログラム。
【請求項１６】
　装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記装置は、
　互いに離間した測定部位のそれぞれに対応して配置され得る第１脈波センサ部および第
２脈波センサ部と、を備え、
　前記制御方法は、
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　前記第１脈波センサ部を、第１周波数を有する第１電流信号を対応の前記測定部位に出
力するよう制御する第１出力ステップと、
　前記第１脈波センサ部を、対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するよう制御
する第１検出ステップと、
　前記第２脈波センサ部を、第２周波数を有する第２電流信号を対応の前記測定部位に出
力するよう制御する第２出力ステップと、
　前記第２脈波センサ部を、対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するよう制御
する第２検出ステップと、
　前記第１脈波センサ部と前記第２脈波センサ部を、予め定められた間隔で交互に駆動す
るステップと、を備える、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、測定装置およびプログラムに関し、特に、脈波に関する情報の測定装置およ
びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　脈波を検出する方法として、例えば、特許文献１（特開２０１７－０７０７３９号公報
）は、橈骨動脈および尺骨動脈のうちの一つ又は両方の脈波情報を含む生体信号を測定す
る構成を開示する。
【０００３】
　特許文献２（特開２０１６－１３５２６１号公報）は、脈波を検出するために、第１方
向に配列された発光素子を有するセンサから生体表面に光を照射し、生体内を通過した光
を受光素子で受光して、脈波信号として検出する構成を開示する。また、特許文献２は、
近接して配置されたセンサどうしの発光の周期をずらすことで、各センサに由来する光に
よる信号どうしを区別する構成を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－０７０７３９号公報
【特許文献２】特開２０１６－１３５２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、脈波に関する情報を検出するために、動脈上の異なる２点のそれぞれで脈波セン
サにより脈波信号を検出する構成が提案されている。この場合、脈波センサが近接して配
置されるときは、各脈波センサの検出信号は、他方の脈波センサの検出信号と干渉し得る
。したがって、脈波に関する情報の正確な検出のために、当該干渉による影響を排除した
いとの要望があった。
【０００６】
　本開示のある局面における目的は、脈波に関する情報をより精度よく取得する測定装置
およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この開示のある局面に従うと、脈波を測定する装置は、互いに離間した測定部位のそれ
ぞれに対応して配置され得る第１脈波センサ部および第２脈波センサ部と、を備える。
【０００８】
　第１脈波センサ部は、第１周波数を有する第１電流信号を対応の測定部位に出力する第
１出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するための第１検出部と
、を含む。第２脈波センサ部は、第１周波数とは異なる第２周波数を有する第２電流信号
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を対応の測定部位に出力する第２出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号
を検出するための第２検出部と、を含む。
【０００９】
　さらに、第１検出部は、検出する脈波を表す電圧信号を、第１周波数に対応のフィルタ
特性に基づき処理し、第２検出部は、検出する脈波を表す電圧信号を、第２周波数に対応
のフィルタ特性に基づき処理する。
【００１０】
　好ましくは、第１周波数は６０ｋＨｚを示し、第２周波数は５０ｋＨｚを示す。
　この開示の他の局面に従う、脈波を測定する装置は、互いに離間した測定部位のそれぞ
れに対応して配置され得る第１脈波センサ部および第２脈波センサ部を備える。
【００１１】
　第１脈波センサ部は、第１周波数を有する第１電流信号を対応の測定部位に出力する第
１出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するための第１検出部と
、を含み、第２脈波センサ部は、第２周波数を有する第２電流信号を対応の測定部位に出
力する第２出力部と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するための第２
検出部と、を含む。測定装置は、第１脈波センサ部と第２脈波センサ部を、予め定められ
た間隔で交互に駆動する。
【００１２】
　好ましくは、第１周波数と第２周波数は、同じ周波数を示す。
　好ましくは、第１周波数は、第２周波数とは異なる。
【００１３】
　好ましくは、第１周波数は、５０ｋＨｚまたは６０ｋＨｚを示し、第２周波数は、５０
ｋＨｚまたは６０ｋＨｚを示す。
【００１４】
　好ましくは、測定装置は、さらに、第１検出部が検出する電圧信号が示す脈波および第
２検出部が検出する電圧信号が示す脈波の少なくとも一方から、脈波伝搬速度を検出する
。
【００１５】
　好ましくは、測定装置は、さらに、第１検出部が検出する電圧信号が示す脈波から算出
される脈波伝搬速度に基づく第１血圧および第２検出部が検出する電圧信号が示す脈波か
ら算出される脈波伝搬速度に基づく第２血圧の少なくとも一方を算出する血圧算出部を、
さらに備える。
【００１６】
　好ましくは、測定装置は、さらに、第１検出部および第２検出部が検出する脈波を表す
電圧信号のそれぞれについて、Ｓ／Ｎ比を検出する。
【００１７】
　好ましくは、血圧算出部は、第１検出部および第２検出部が検出する脈波を表す電圧信
号のうち、Ｓ／Ｎ比の高い方の電圧信号が示す脈波から算出される脈波伝搬速度に基づく
血圧を算出する。
【００１８】
　好ましくは、血圧算出部は、第１血圧および第２血圧のうちの代表血圧を算出する。
　好ましくは、代表血圧は、第１血圧および第２血圧の平均血圧を含む。
【００１９】
　好ましくは、平均血圧は、第１血圧および第２血圧のそれぞれに重みを付けて算出され
る平均であって、第１血圧の重みは対応のＳ／Ｎ比に基づき、第２血圧の重みは対応のＳ
／Ｎ比に基づいている。
【００２０】
　好ましくは、測定装置は、ディスプレイを、さらに備え、表示部を有した外部の情報処
理装置と通信する通信部を、さらに備え、測定装置は、血圧算出部が算出した血圧値を表
示部に表示するように、通信部を介して情報処理装置に送信する。
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【００２１】
　この開示のさらに他の局面に従うと、装置の制御方法をコンピュータに実行させるため
のプログラムであって、装置は、互いに離間した測定部位のそれぞれに対応して配置され
得る第１脈波センサ部および第２脈波センサ部と、を備え、制御方法は、第１脈波センサ
部を、第１周波数を有する第１電流信号を対応の測定部位に出力するよう制御する第１出
力ステップと、第１脈波センサ部を、第１脈波センサ部に対応の測定部位から脈波を表す
電圧信号を検出するよう制御する第１検出ステップと、第２脈波センサ部を、第２周波数
を有する第２電流信号を対応の測定部位に出力するよう制御する第２出力ステップと、第
２脈波センサ部を、第２脈波センサ部に対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出す
るよう制御する第２検出ステップと、第１検出ステップにおいて検出する脈波を表す電圧
信号を、第１周波数に対応のフィルタ特性に基づき処理する第１処理ステップと、第２検
出ステップにおいて検出する脈波を表す電圧信号を、第２周波数に対応のフィルタ特性に
基づき処理する第２処理ステップと、を備える。
【００２２】
　この開示のさらに他の局面に従うと、装置の制御方法をコンピュータに実行させるため
のプログラムが提供される。装置は、互いに離間した測定部位のそれぞれに対応して配置
され得る第１脈波センサ部および第２脈波センサ部と、を備える。制御方法は、第１脈波
センサ部を、第１周波数を有する第１電流信号を対応の測定部位に出力するよう制御する
第１出力ステップと、第１脈波センサ部を、対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検
出するよう制御する第１検出ステップと、第２脈波センサ部を、第２周波数を有する第２
電流信号を対応の測定部位に出力するよう制御する第２出力ステップと、第２脈波センサ
部を、対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するよう制御する第２検出ステップ
と、第１脈波センサ部と第２脈波センサ部を、予め定められた間隔で交互に駆動するステ
ップと、を備える。
【発明の効果】
【００２３】
　本開示によると、脈波に関する情報をより精度よく取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施の形態１に係る血圧計１の外観斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る血圧計１が左の手首９０に装着された状態で、手首９０の長
手方向に対して垂直な断面を模式的に示す図である。
【図３】実施の形態１に係る血圧計１が手首９０に装着された状態における、インピーダ
ンス測定用の電極群の平面レイアウトを示す図である。
【図４】実施の形態１に係る血圧計１の制御系のブロック構成を示す図である。
【図５】実施の形態１に係るセンサ部の構成を示す図である。
【図６】実施の形態１に係る脈波伝播時間に基づく血圧測定を説明するための模式図であ
る。
【図７】実施の形態１に係るオシロメトリック法による血圧測定を行なう場合において、
血圧計１が手首９０に装着された状態での、手首の長手方向に沿った模式断面図である。
【図８】実施の形態１に係るＣＰＵ１００が備える測定に関する機能の構成を模式的に示
す図である。
【図９】実施の形態１に係るＰＴＴに基づく血圧測定の処理を示すフローチャートである
。
【図１０】実施の形態１に係る測定結果の格納例を示す図である。
【図１１】実施の形態１に係る測定結果の表示例を示す図である。
【図１２】実施の形態１に係るシステムの概略的な構成を示す図である。
【図１３】実施の形態１の背景を説明するための図である。
【図１４】実施の形態１の構成を示す図である。
【図１５】実施の形態２に係るＣＰＵ１００Ａが備える測定に関する機能の構成を模式的
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に示す図である。
【図１６】実施の形態２に係る周期ＣＲを模式的に示す図である。
【図１７】実施の形態２に係る測定部位に出力される電流信号の波形を模式的に示す図で
ある。
【図１８】実施の形態４に係る血圧計１の制御方法を示すフローチャートである。
【図１９】実施の形態４に係る血圧計１の他の制御方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００２６】
　以下では、脈波に関する情報として、脈波伝搬時間（以下、ＰＴＴと称する）を例示す
るが、脈波に関する情報は、ＰＴＴに限定されない。また、脈波に関する情報を取得する
ための測定装置は、ウェアラブル端末である血圧計に搭載されるケースを説明する。ただ
し、「測定装置」を搭載する装置は、血圧計に限られない。また、血圧計は、ウェアラブ
ル型の端末に限定されない。
【００２７】
　［実施の形態１］
　＜血圧計の構成＞
　図１は、実施の形態１に係る血圧計１の外観斜視図である。図２は、実施の形態１に係
る血圧計１が左の手首９０に装着された状態（以下、「装着状態」とも称する。）で、手
首９０の長手方向に対して垂直な断面を模式的に示す図である。本実施の形態では、左の
手首９０が測定部位となる。なお、「測定部位」は、動脈が通っている部位であればよく
、手首に限定されない。測定部位は、例えば、右手首、上腕、足首、大腿などの下肢であ
ってもよい。
【００２８】
　図１および図２を参照して、ベルト２０は、帯状の部材である。ベルト２０は、その長
手方向が手首９０を周方向に対応するようにして、装着状態では、摺動可能に巻き付け装
着される。ベルト２０の幅方向Ｙの寸法（幅寸法）は、例えば、約３０ｍｍである。ベル
ト２０は、帯状体２３と、圧迫カフ２１とを含む。帯状体２３は、測定部位側の面である
内周面２３ａおよび内周面２３ａの反対側の面である外周面２０ｂを有する。実施の形態
１では、ベルト２０が測定部位に巻き付けが装着される場合、血圧計１の状態は「装着状
態」となる。また、「装着中」は、この「装着状態」が継続する場合を示す。
【００２９】
　圧迫カフ２１は、帯状体２３の内周面２３ａに沿って取り付けられ、手首９０に接する
内周面２０ａを有する（図２参照）。圧迫カフ２１は、伸縮可能な２枚のポリウレタンシ
ートを厚さ方向に対向させ、それらの周縁部を溶着して、流体袋として構成されている。
本実施の形態では、圧迫カフ２１の流体袋は、流体を収容可能な袋状の部材であればよい
。圧迫カフ２１は、流体が供給されると膨張し、膨張に伴い測定部位は加圧される。また
、流体が排出されると圧迫カフ２１は収縮し、測定部位の加圧状態は解消される。
【００３０】
　本体１０は、ベルト２０のうちの一方の端部２０ｅと一体に設けられる。なお、ベルト
２０と本体１０とを別々に形成し、ベルト２０に対して本体１０を、係合部材（例えば、
ヒンジ）を介して、一体に取り付ける構成でもよい。本実施の形態では、本体１０が配置
された部位は、装着状態において手首９０の背側面（手の甲側の面）９０ｂに対応する（
図２参照）。図２中には、手首９０内で掌側面（手の平側の面）９０ａ近傍を通る橈骨動
脈９１と尺骨動脈９１Ａが示されている。
【００３１】
　図１に示すように、本体１０は、ベルト２０の外周面２０ｂに対して垂直な方向に厚さ
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を有する立体的形状を有する。本体１０は、ユーザの日常活動を妨げないように、小型で
、薄厚に形成される。本体１０は、ベルト２０から外向きに突起した四角錐台状の輪郭を
有する。
【００３２】
　本体１０の頂面（測定部位から最も遠い側の面）１０ａには、ディスプレイ５０が設け
られる。本体１０の側面（図１における左手前側の側面）１０ｆに沿って、ユーザからの
指示を入力するための操作部５２が設けられる。
【００３３】
　ベルト２０の一方の端部２０ｅと他方の端部２０ｆとの間の部位であって、ベルト２０
の内周面２０ａ（すなわち、圧迫カフ２１の内周面２０ａ）上には、センサ部４０および
４０Ａが設けられる。センサ部４０および４０Ａは、インピーダンス測定機能を用いて脈
波を検出する機能を備える。
【００３４】
　センサ部４０が配置された部位の内周面２０ａには、電極群４０Ｅが配置される。電極
群４０Ｅは、ベルト２０の幅方向Ｙに関して互いに離間した状態で配置された６個の板状
（またはシート状）の電極４１～４６を有する。電極群４０Ｅが配置された部位は、装着
状態において手首９０の橈骨動脈９１に対応する。
【００３５】
　外周面２１ａにおける、電極群４０Ｅに対応する位置には、固形物２２が配置される。
固形物２２の外周側には、押圧カフ２４が配置される。押圧カフ２４は、圧迫カフ２１の
周方向に関して電極群４０Ｅに対応する領域を局所的に抑圧する拡張部材である。押圧カ
フ２４は、ベルト２０を構成する帯状体２３の内周面２３ａに配置される（図２参照）。
帯状体２３は、厚さ方向に関して可撓性を有し、周方向（長手方向）に関して非伸縮性を
有するプラスチック材料から構成される。
【００３６】
　押圧カフ２４は、ベルト２０の厚さ方向に伸縮する流体袋であり、流体の供給により加
圧状態となり、流体の排出により非加圧状態となる。押圧カフ２４は、例えば、伸縮可能
な２枚のポリウレタンシートを厚さ方向に対向させ、それらの周縁部を溶着して、流体袋
として構成されている。
【００３７】
　押圧カフ２４の内周面２４ａのうち、電極群４０Ｅに対応する位置には、固形物２２が
配置されている。固形物２２は、例えば、厚さ１～２ｍｍ程度の板状の樹脂（例えば、ポ
リプロピレン）で構成されている。本実施の形態では、センサ部４０を測定部位（橈骨動
脈９１に対応する部位）に押圧する押圧部として、ベルト２０、押圧カフ２４、および固
形物２２を用いている。
【００３８】
　センサ部４０Ａは、センサ部４０と類似した配置態様および構成を有する。具体的には
、センサ部４０Ａが配置された部位の内周面２０ａには、電極群４０Ｆが配置される。電
極群４０Ｆは、ベルト２０の幅方向Ｙに関して互いに離間した状態で配置された６個の板
状（またはシート状）の電極４１Ａ～４６Ａを有する。電極群４０Ｆが配置された部位は
、装着状態において手首９０の尺骨動脈９１Ａに対応する。
【００３９】
　外周面２１ａにおける、電極群４０Ｆに対応する位置には、固形物２２Ａが配置される
。固形物２２Ａの外周側には、押圧カフ２４Ａが配置される。押圧カフ２４Ａは、圧迫カ
フ２１の周方向に関して電極群４０Ｆに対応する領域を局所的に抑圧する拡張部材である
。押圧カフ２４Ａも、押圧カフ２４と同様に、ベルト２０を構成する帯状体２３の内周面
２３ａに配置される（図２参照）。
【００４０】
　押圧カフ２４Ａは、ベルト２０の厚さ方向に伸縮する流体袋であり、流体の供給により
加圧状態となり、流体の排出により非加圧状態となる。押圧カフ２４Ａは、例えば、伸縮
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可能な２枚のポリウレタンシートを厚さ方向に対向させ、それらの周縁部を溶着して、流
体袋として構成されている。
【００４１】
　押圧カフ２４Ａの内周面２４ｂのうち、電極群４０Ｆに対応する位置には、固形物２２
Ａが配置されている。固形物２２Ａは、例えば、厚さ１～２ｍｍ程度の板状の樹脂（例え
ば、ポリプロピレン）で構成されている。本実施の形態では、センサ部４０Ａを測定部位
（尺骨動脈９１Ａに対応する部位）に押圧する押圧部として、ベルト２０、押圧カフ２４
Ａ、および固形物２２Ａを用いている。
【００４２】
　図１に示すように、本体１０の底面（測定部位に最も近い側の面）１０ｂと、ベルト２
０の端部２０ｆとは、三つ折れバックル１５（以下、単に「バックル１５」とも称する。
）によって接続されている。
【００４３】
　バックル１５は、外周側に配置された板状部材２５と、内周側に配置された板状部材２
６とを含む。板状部材２５の一方の端部２５ｅは、幅方向Ｙに沿って延びる連結棒２７を
介して本体１０に対して回動自在に取り付けられる。板状部材２５の他方の端部２５ｆは
、幅方向Ｙに沿って延びる連結棒２８を介して、板状部材２６の一方の端部２６ｅに対し
て回動自在に取り付けられる。板状部材２６の他方の端部２６ｆは、固定部２９によって
ベルト２０の端部２０ｆ近傍に固定されている。
【００４４】
　ベルト２０の周方向に関して、固定部２９の取り付け位置は、ユーザの手首９０の周囲
長に合わせて予め可変して設定されている。これにより、血圧計１（ベルト２０）は、全
体として略環状に構成されるとともに、本体１０の底面１０ｂとベルト２０の端部２０ｆ
とが、バックル１５によって図１中の矢印Ｂ方向に開閉可能に構成される。
【００４５】
　ユーザは、血圧計１を手首９０に装着する際、バックル１５を開いてベルト２０の環の
径を大きくした状態で、図１中の矢印Ａで示す方向からベルト２０に左手を通す。次に、
図２に示すように、ユーザは、手首９０の周りのベルト２０の角度位置を摺動させる等し
て調節し、橈骨動脈９１上に位置するようにセンサ部４０を移動させる。これにより、セ
ンサ部４０の電極群４０Ｅは、手首９０の掌側面９０ａのうち橈骨動脈９１に対応する部
分９０ａ１に当接する状態となる。また、センサ部４０Ａの電極群４０Ｆは、手首９０の
掌側面９０ａのうち尺骨動脈９１Ａに対応する部分に当接する状態となる。この状態で、
ユーザは、バックル１５を閉じて固定する。このようにして、ユーザは血圧計１（ベルト
２０）を手首９０に巻き付け装着する。
【００４６】
　図３は、実施の形態１に係る血圧計１が手首９０に装着された状態における、インピー
ダンス測定用の電極群の平面レイアウトを示す図である。図３を参照して、装着状態にお
いては、センサ部４０の電極群４０Ｅは、左の手首９０の橈骨動脈９１に対応して、手首
の長手方向に沿って並んだ状態となる。電極群４０Ｅは、幅方向Ｙに関して、両側に配置
された通電用の電流電極対４１，４６と、当該電流電極対４１，４６の間に配置された検
出電極対４２，４３および検出電極対４４，４５とを含む。第１脈波センサ４０－１は検
出電極対４２，４３を含み、第２脈波センサ４０－２は検出電極対４４，４５を含む。
【００４７】
　検出電極対４２，４３に対して、橈骨動脈９１の血流のより下流側の部分に対応して、
検出電極対４４，４５が配置されている。幅方向Ｙに関して、検出電極対４２，４３の中
央と検出電極対４４，４５の中央との間の間隔Ｄ（後述する図６参照）は、例えば、２０
ｍｍに設定される。間隔Ｄは、第１脈波センサ４０－１と第２脈波センサ４０－２との間
隔に相当する。また、幅方向Ｙに関して、検出電極対４２，４３間の間隔、および検出電
極対４４，４５の間隔は、例えば、いずれも２ｍｍに設定される。
【００４８】



(10) JP 2019-110987 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

　同様に、装着状態においては、センサ部４０Ａの電極群４０Ｆは、左の手首９０の尺骨
動脈９１Ａに対応して、手首の長手方向に沿って並んだ状態となる。電極群４０Ｆは、幅
方向Ｙに関して、両側に配置された通電用の電流電極対４１Ａ，４６Ａと、当該電流電極
対４１Ａ，４６Ａの間に配置された検出電極対４２Ａ，４３Ａおよび検出電極対４４Ａ，
４５Ａを含む。第１脈波センサ４０－１Ａは検出電極対４２Ａ，４３Ａを含み、第２脈波
センサ４０－２Ａは検出電極対４４Ａ，４５Ａを含む。
【００４９】
　検出電極対４２Ａ，４３Ａに対して、尺骨動脈９１Ａの血流のより下流側の部分に対応
して、検出電極対４４Ａ，４５Ａが配置されている。幅方向Ｙに関して、検出電極対４２
Ａ，４３Ａの中央と検出電極対４４Ａ，４５Ａの中央との間の上記の間隔Ｄは、例えば、
２０ｍｍに設定される。間隔Ｄは、第１脈波センサ４０－１Ａと第２脈波センサ４０－２
Ａとの間隔に相当する。また、幅方向Ｙに関して、検出電極対４２Ａ，４３Ａ間の間隔、
および検出電極対４４Ａ，４５Ａの間隔は、例えば、いずれも２ｍｍに設定される。
【００５０】
　このような電極群４０Ｅおよび４０Ｆは偏平に構成され得るため、血圧計１では、ベル
ト２０を全体として薄厚に構成できる。また、電極群４０Ｅおよび４０Ｆは、柔軟に構成
され得るため、電極群４０Ｅおよび４０Ｆは、圧迫カフ２１による左の手首９０の圧迫を
妨げず、後述のオシロメトリック法による血圧測定の精度を損なわない。
【００５１】
　図４は、実施の形態１に係る血圧計１の制御系のブロック構成を示す図である。血圧計
１は、オシロメトリック法による血圧測定機能と、ＰＴＴに基づく血圧測定機能とを備え
る。図４の血圧計１では、流体として空気を用いる構成を例示する。
【００５２】
　図４を参照して、本体１０は、制御部として機能するＣＰＵ(Central Processing Unit
)１００と、ディスプレイ５０と、記憶部として機能するメモリ５１と、操作部５２と、
電池５３と、通信部５９とを含む。また、本体１０は、圧力センサ３１と、ポンプ３２と
、弁３３と、圧力センサ３４と、切替弁３５とを含む。切替弁３５は、ポンプ３２および
弁３３の接続先を、圧迫カフ２１または押圧カフ２４，２４Ａに切り替える。
【００５３】
　さらに、本体１０は、圧力センサ３１および圧力センサ３４のそれぞれからの出力を周
波数に変換する発振回路３１０および発振回路３４０と、ポンプ３２を駆動するポンプ駆
動回路３２０とを含む。センサ部４０，４０Ａの構成は、図５で後述する。
【００５４】
　ディスプレイ５０は、例えば、有機ＥＬ(Electro Luminescence)ディスプレイで構成さ
れ、ＣＰＵ１００からの制御信号に従って情報を表示する。この情報は、測定結果を含む
。なお、ディスプレイ５０は、有機ＥＬディスプレイに限られず、例えば、ＬＣＤ（Liqu
id Cristal Display）など、他のタイプのディスプレイで構成されてもよい。
【００５５】
　操作部５２は、例えば、プッシュ式スイッチで構成され、ユーザによる血圧測定開始ま
たは停止の指示に応じた操作信号をＣＰＵ１００に入力する。なお、操作部５２は、プッ
シュ式スイッチに限られず、例えば、感圧式（抵抗式）または近接式（静電容量式）のタ
ッチパネル式スイッチなどであってもよい。また、本体１０がマイクロフォン（図示しな
い）を含んでおり、ユーザの音声によって血圧測定開始の指示を受け付けてもよい。
【００５６】
　メモリ５１は、血圧計１を制御するためのプログラムのデータ、血圧計１を制御するた
めに用いられるデータ、血圧計１の各種機能を設定するための設定データ、血圧値の測定
結果のデータなどを非一時的に記憶する。また、メモリ５１は、プログラムが実行される
ときのワークメモリなどとして用いられる。
【００５７】
　ＣＰＵ１００は、メモリ５１に記憶された血圧計１を制御するためのプログラムに従っ
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て、制御部として各種機能を実行する。例えば、オシロメトリック法による血圧測定を実
行する場合は、ＣＰＵ１００は、操作部５２からの血圧測定開始の指示に応じて、圧力セ
ンサ３１からの信号に基づいて、ポンプ３２（および弁３３）を駆動する。また、ＣＰＵ
１００は、圧力センサ３１からの信号に基づいて、血圧値（最高血圧（収縮期血圧：Syst
olic Blood Pressure）と最低血圧（拡張期血圧：Diastolic Blood Pressure））を算出
するとともに、脈拍数を算出する。
【００５８】
　ＣＰＵ１００は、ＰＴＴに基づく血圧測定を実行する場合、操作部５２からの血圧測定
開始の指示に応じて、圧迫カフ２１内の空気を排出させるために弁３３を駆動する制御を
行なう。また、ＣＰＵ１００は、切替弁３５を駆動して、ポンプ３２（および弁３３）の
接続先を押圧カフ２４，２４Ａに切り替える制御を行なう。さらに、ＣＰＵ１００は、圧
力センサ３４からの信号に基づいて、血圧値を算出する制御を行なう。
【００５９】
　通信部５９は、ＣＰＵ１００によって制御されて、ネットワーク９００を介して外部の
情報処理装置と通信する。外部の情報処理装置は、後述する携帯型端末１０Ｂおよびサー
バ３０を含み得るが、これら装置に限定されない。ネットワーク９００を介した通信は、
無線または有線を含み得る。例えば、ネットワーク９００は、インターネットおよびＬＡ
Ｎ（Local Area Network）を含み得る。または、ＵＳＢケーブルを用いた１対１の通信も
含み得る。通信部５９は、マイクロＵＳＢコネクタを含み得る。
【００６０】
　ポンプ３２および弁３３は、切替弁３５、エア配管３９ａ，３９ｂを介して、圧迫カフ
２１および押圧カフ２４，２４Ａに接続されている。圧力センサ３１はエア配管３８ａを
介して、圧力センサ３４はエア配管３８ｂを介して、それぞれ圧迫力フ２１および押圧カ
フ２４，２４Ａに接続されている。圧力センサ３１は、エア配管３８ａを介して、圧迫カ
フ２１内の圧力を検出する。切替弁３５は、ＣＰＵ１００から与えられる制御信号に基づ
いて駆動し、ポンプ３２および弁３３の接続先を圧迫カフ２１または押圧カフ２４，２４
Ａに切り替える。
【００６１】
　ポンプ３２は、例えば、圧電ポンプで構成される。切替弁３５により、ポンプ３２およ
び弁３３の接続先が圧迫カフ２１に切り替えられている場合には、ポンプ３２は、圧迫カ
フ２１内の圧力（カフ圧）を加圧するために、エア配管３９ａを通して圧迫カフ２１に加
圧用の流体としての空気を供給する。切替弁３５により、ポンプ３２および弁３３の接続
先が押圧カフ２４，２４Ａに切り替えられている場合には、ポンプ３２は、押圧カフ２４
，２４Ａのカフ内の圧力（カフ圧）を加圧するために、エア配管３９ｂを通して押圧カフ
２４，２４Ａに空気を供給する。
【００６２】
　弁３３は、ポンプ３２に搭載され、ポンプ３２のオン／オフに伴って開閉が制御される
構成になっている。具体的には、切替弁３５により、ポンプ３２および弁３３の接続先が
圧迫カフ２１に切り替えられている場合には、弁３３は、ポンプ３２がオンされると閉じ
て、圧迫カフ２１内に空気を封入する一方、ポンプ３２がオフされると開いて、圧迫カフ
２１の空気をエア配管３９ａを通して大気中へ排出させる。
【００６３】
　切替弁３５により、ポンプ３２および弁３３の接続先が押圧カフ２４，２４Ａに切り替
えられている場合には、弁３３は、ポンプ３２がオンされると閉じて、押圧カフ２４，２
４Ａ内に空気を封入する一方、ポンプ３２がオフされると開いて、押圧カフ２４，２４Ａ
の空気を、エア配管３９ｂを通して大気中へ排出させる。弁３３は、逆止弁の機能を有し
、排出されるエアが逆流することはない。ポンプ駆動回路３２０は、ポンプ３２をＣＰＵ
１００から与えられる制御信号に基づいて駆動する。
【００６４】
　圧力センサ３１は、例えば、ピエゾ抵抗式圧力センサであり、エア配管３８ａを介して
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、ポンプ３２、弁３３および圧迫カフ２１に接続されている。圧力センサ３１は、エア配
管３８ａを介して、ベルト２０（圧迫カフ２１）の圧力、例えば、大気圧を基準（ゼロ）
とした圧力を検出して時系列の信号として出力する。
【００６５】
　発振回路３１０は、圧力センサ３１からのピエゾ抵抗効果による電気抵抗の変化に基づ
く電気信号値に応じた周波数を有する周波数信号をＣＰＵ１００に出力する。圧力センサ
３１の出力は、圧迫力フ２１の圧力を制御するため、および、オシロメトリック法によっ
て血圧値を算出するために用いられる。
【００６６】
　圧力センサ３４は、例えば、ピエゾ抵抗式圧力センサであり、エア配管３８ｂを介して
、ポンプ３２、弁３３および押圧カフ２４，２４Ａに接続されている。圧力センサ３４は
、エア配管３８ｂを介して、押圧カフ２４，２４Ａの圧力、例えば、大気圧を基準（ゼロ
）とした圧力を検出して時系列の信号として出力する。
【００６７】
　発振回路３４０は、圧力センサ３４からのピエゾ抵抗効果による電気抵抗の変化に基づ
く電気信号値に応じて発振し、圧力センサ３４の電気信号値に応じた周波数を有する周波
数信号をＣＰＵ１００に出力する。圧力センサ３４の出力は、押圧カフ２４，２４Ａの圧
力を制御するため、および、ＰＴＴに基づく血圧を算出するために用いられる。ＰＴＴに
基づく血圧測定のために押圧カフ２４，２４Ａの圧力を制御する場合には、ＣＰＵ１００
は、ポンプ３２および弁３３を制御して、種々の条件に応じてカフ圧の加圧と減圧を行な
う。
【００６８】
　電池５３は、本体１０に搭載された各種要素に電力を供給する。電池５３は、配線７１
を通して、センサ部４０，４０Ａ部４９へも電力を供給する。配線７１は、信号用の配線
７２とともに、ベルト２０の帯状体２３と圧迫カフ２１との間に挟まれた状態で、ベルト
２０の周方向に沿って本体１０とセンサ部４０，４０Ａとの間に延在して設けられている
。
【００６９】
　（センサ部の構成）
　図５は、実施の形態１に係るセンサ部の構成を示す図である。図５（Ａ）を参照して、
センサ部４０は、前述した電極群４０Ｅの電極４１～４６、ならびに通電および電圧検出
部４９を備える。通電および電圧検出部４９は、第１周波数を有した第１電流信号を電流
電極４１および４６を介して対応の測定部位に出力する交流電源部４９２（第１出力部に
相当）と、当該対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出電極４２～４５を介して検
出するための電圧検出部４９１（第１検出部に相当）を含む。
【００７０】
　交流電源部４９２は、ＣＰＵ１００からの制御信号ＣＴ１に従い、電池５３からの電圧
を受けて第１周波数を有した電圧を電流電極４１，４６に印加する。これにより、測定部
位に電流が供給される。電圧検出部４９１は、ＣＰＵ１００からの制御信号ＣＴ１に従い
、検出電極４２～４５を介して測定部位からの電圧信号を検出する。電圧検出部４９１は
、第１周波数に対応のフィルタ特性（カットオフ周波数など）を有したＢＰＦ（band-pas
s filter）を含むフィルタ部４９３、検出される電圧信号のＳ／Ｎ比（signal-noise rat
io）を検出するＳ／Ｎ比検出部４９４、および電圧信号をディジタルデータに変換するＡ
／Ｄ（analog-digital）変換部４９５を含む。電圧検出部４９１は、検出されるＳ／Ｎ比
Ｒ１および変換後のディジタルデータを、ＣＰＵ１００に出力する。
【００７１】
　図５（Ｂ）を参照して、センサ部４０Ａは、前述した電極群４０Ｆの電極４１Ａ～４６
Ａ、ならびに通電および電圧検出部４９Ａを備える。通電および電圧検出部４９Ａは、第
２周波数を有した第２電流信号を電流電極４１Ａおよび４６Ａを介して対応の測定部位に
出力する交流電源部４９２Ａ（第２出力部に相当）と、当該対応の測定部位から脈波を表
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す電圧信号を検出電極４２Ａ～４５Ａを介して検出するための電圧検出部４９１Ａ（第２
検出部に相当）を含む。
【００７２】
　交流電源部４９２Ａは、ＣＰＵ１００からの制御信号ＣＴ２に従い、電池５３からの電
圧を受けて第２周波数を有した電圧を電流電極４１Ａ，４６Ａに印加する。これにより、
測定部位に電流が供給される。電圧検出部４９１Ａは、ＣＰＵ１００からの制御信号ＣＴ
２に従い、検出電極４２Ａ～４５Ａを介して測定部位からの電圧信号を検出する。電圧検
出部４９１Ａは、第２周波数に対応のフィルタ特性（カットオフ周波数）を有したＢＰＦ
を含むフィルタ部４９３Ａ、検出される電圧信号のＳ／Ｎ比（signal-noise ratio）を検
出するＳ／Ｎ比検出部４９４Ａ、および電圧信号をディジタルデータに変換するＡ／Ｄ変
換部４９５Ａを含む。電圧検出部４９１Ａは、検出されるＳ／Ｎ比Ｒ２および変換後のデ
ィジタルデータを、ＣＰＵ１００に出力する。
【００７３】
　なお、交流電源部４９２，４９２Ａは、電池５３からの電圧を受けて第１周波数，第２
周波数の電圧信信号を生成するための、昇圧回路および電圧調整回路を含んで構成されて
もよい。
【００７４】
　（脈波伝播時間に基づく血圧測定の概要）
　図６は、実施の形態１に係る脈波伝播時間に基づく血圧測定を説明するための模式図で
ある。具体的には、図６（Ａ）は、血圧計１が手首９０に装着された状態における、脈波
伝播時間に基づく血圧測定を行う際の手首の長手方向に沿った模式断面を示す。図６（Ｂ
）は、脈波信号ＰＳ１，ＰＳ２の波形を示す。なお、図６では、センサ部４０は測定部位
の橈骨動脈９１の上に位置した状態を示すが、センサ部４０Ａが測定部位の尺骨動脈９１
Ａの上に位置した状態であっても、図６と同様の説明が可能である。したがって、ここで
は、センサ部４０Ａによる、脈波伝播時間に基づく血圧測定の説明は簡単に行う。
【００７５】
　図６（Ａ）を参照して、交流電源部４９２部は、所定電圧を電流電極対４１，４６間に
印加することにより、測定部位に第１周波数を有した例えば電流値１ｍＡの高周波定電流
ｉを流す。
【００７６】
　また、電圧検出部４９１は、第１脈波センサ４０－１を構成する検出電極対４２，４３
間の電圧信号ｖ１と、第２脈波センサ４０－２を構成する検出電極対４４，４５間の電圧
信号ｖ２とを検出する。電圧信号ｖ１，ｖ２は、左の手首９０の掌側面９０ａのうち、そ
れぞれ第１脈波センサ４０－１、第２脈波センサ４０－２が対向する部分における、橈骨
動脈９１の血流の脈波による電気インピーダンスの変化を表す。
【００７７】
　具体的には、電圧検出部４９１では、電圧信号ｖ１，ｖ２はフィルタ部４９３により第
１周波数に対応する信号成分を除く成分が除去される。Ｓ／Ｎ比検出部４９４は、フィル
タ通過後の電圧信号のＳ／Ｎ比を検出する。Ａ／Ｄ変換部４９５は、フィルタ部４９３を
通過後の電圧信号ｖ１，ｖ２をアナログデータからディジタルデータに変換して、配線７
２を介してＣＰＵ１００へ出力する。
【００７８】
　ＣＰＵ１００は、入力された電圧信号ｖ１，ｖ２（ディジタルデータ）に対して、所定
の信号処理を施して、図６（Ｂ）中に示すような山状の波形を有する脈波信号ＰＳ１，Ｐ
Ｓ２を生成する。
【００７９】
　なお、電圧信号ｖ１，ｖ２は、例えば、１ｍｖ程度である。また、脈波信号ＰＳ１，Ｐ
Ｓ２のそれぞれのピークＡ１，Ａ２は、例えば、約１Ｖである。橈骨動脈９１の血流の脈
波伝搬速度（Pulse Wave Velocity ; ＰＷＶ）が１０００ｃｍ／ｓ～２０００ｃｍ／ｓの
範囲であるとすると、第１脈波センサ４０－１と第２脈波センサ４０－２との間の間隔Ｄ
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＝２０ｍｍであることから、脈波信号ＰＳ１および脈波信号ＰＳ２間の時間差Δｔは、１
．０ｍｓ～２．０ｍｓの範囲となる。
【００８０】
　センサ部４０Ａも尺骨動脈９１Ａの測定部位に対し、センサ部４０Ａの交流電源部４９
２Ａは、所定電圧を電流電極対４１，４６間に印加することにより、測定部位に第２周波
数を有した例えば電流値１ｍＡの高周波定電流ｉを流す。
【００８１】
　また、電圧検出部４９１Ａは、第１脈波センサ４０－１Ａを構成する検出電極対４２Ａ
，４３Ａ間の電圧信号ｖ１Ａと、第２脈波センサ４０－２Ａを構成する検出電極対４４Ａ
，４５Ａ間の電圧信号ｖ２Ａとを検出する。電圧信号ｖ１Ａ，ｖ２Ａは、左の手首９０の
掌側面９０ａのうち、それぞれ第１脈波センサ４０－１Ａ、第２脈波センサ４０－２Ａが
対向する部分における、尺骨動脈９１Ａの血流の脈波による電気インピーダンスの変化を
表す。
【００８２】
　電圧検出部４９Ａでは、電圧信号ｖ１Ａ，ｖ２Ａはフィルタ部４９３Ａにより第２周波
数に対応する信号成分を除く成分が除去される。Ｓ／Ｎ比検出部４９４Ａは、フィルタ通
過後の電圧信号のＳ／Ｎ比を検出する。Ａ／Ｄ変換部４９５Ａは、フィルタ部４９３Ａを
通過後の電圧信号ｖ１，ｖ２をアナログデータからディジタルデータに変換して、配線７
２を介してＣＰＵ１００へ出力する。なお、Ａ／Ｄ変換部４９５およびＡ／Ｄ変換部４９
５Ａは、サンプリングレートとして例えば３００Ｈｚを有するが、このレートに限定され
ず、ＰＴＴ算出の精度を維持するのに必要なサンプリングレートであればよい。
【００８３】
　ＣＰＵ１００は、入力された電圧信号ｖ１Ａ，ｖ２Ａ（ディジタルデータ）に対して、
所定の信号処理を施して、脈波信号ＰＳ１Ａ，ＰＳ２Ａを生成する。脈波信号ＰＳ１Ａ，
ＰＳ２ＡのそれぞれのピークＡ１，Ａ２の間の間隔Ｄと時間差Δｔを、上述と同様に検出
する。
【００８４】
　図６（Ａ）に示すように、押圧カフ２４は加圧状態となっており、圧迫カフ２１は内部
の空気が排出されて非加圧状態になっている。押圧カフ２４および固形物２２は、橈骨動
脈９１の動脈方向に関して、第１脈波センサ４０－１、第２脈波センサ４０－２、および
電流電極対４１，４６に跨って配置されている。そのため、押圧カフ２４は、ポンプ３２
により加圧されると、第１脈波センサ４０－１、第２脈波センサ４０－２、および電流電
極対４１，４６を固形物２２を介して、手首９０の掌側面９０ａに押圧する。
【００８５】
　手首９０の掌側面９０ａに対する、電流電極対４１，４６、第１脈波センサ４０－１、
および第２脈波センサ４０－２のそれぞれの押圧力は、適宜の値に設定することができる
。本実施の形態では、押圧部として流体袋の押圧カフ２４を用いているため、ポンプ３２
および弁３３を圧迫カフ２１と共通に使用することができ、構成の簡略化を図ることがで
きる。また、固形物２２を介して第１脈波センサ４０－１、第２脈波センサ４０－２、お
よび電流電極対４１，４６を押圧できるため、測定部位に対する押圧力が均一になり、精
度よく脈波伝播時間に基づく血圧測定を行なうことができる。このような特徴は、センサ
部４０Ａで測定する場合であっても、同様に得ることができる。
【００８６】
　（ＣＰＵ１００の機能構成）
　図８は、実施の形態１に係るＣＰＵ１００が備える測定に関する機能の構成を模式的に
示す図である。図８を参照して、ＣＰＵ１００は、血圧を算出（推定）するための血圧算
出部１１０、ディスプレイ５０を制御する表示制御部１２０、メモリ５１へのデータの書
込み、またはメモリ５１からのデータの読出しを制御するメモリ制御部１３０および通信
部５９を制御する通信制御部１４０を備える。
【００８７】
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　血圧算出部１１０は、ＰＴＴに基づく血圧測定機能に相当するＰＴＴ血圧算出部１１１
、および図７に示すオシロメトリック法に従う血圧測定機能に相当するオシロメトリック
血圧算出部１１４を備える。ＰＴＴ血圧算出部１１１は、ＰＴＴ検出部１１２および平均
血圧算出部１１３を含む。各部の機能の詳細は後述する。
【００８８】
　（ＰＴＴに基づく血圧測定動作）
　ＰＴＴ血圧算出部１１１によるＰＴＴに基づく血圧測定機能を説明する。まず、ユーザ
が操作部５２を介してＰＴＴに基づく血圧測定を指示すると、ＣＰＵ１００は、ＰＴＴ血
圧算出部１１１を起動する。また、ＣＰＵ１００は、ユーザの指示に従い切替弁３５を駆
動して、ポンプ３２および弁３３の接続先を押圧カフ２４，２４Ａに切替える。その後、
ＣＰＵ１００は弁３３を閉じてポンプ駆動回路３２０を介してポンプ３２を駆動し、押圧
カフ２４，２４Ａに空気を送り、押圧カフ２４，２４Ａ内の圧力であるカフ圧Ｐｃを一定
速度で高くする。
【００８９】
　この加圧過程で、ＣＰＵ１００のＰＴＴ検出部１１２は、センサ部４０の第１の第１脈
波センサ４０－１および第２の第２脈波センサ４０－２のそれぞれが時系列に出力する第
１および第２脈波信号ＰＳ１およびＰＳ２を取得し、第１および第２脈波信号ＰＳ１およ
びＰＳ２の波形間の相互相関係数ｒをリアルタイムに算出する。ＣＰＵ１００は、加圧過
程にリアルタイムに算出される相互相関係数ｒが閾値Ｔｈ（例えばＴｈ＝０．９９）を超
えると判断すると、その時点のカフ圧Ｐｃにおいて検出される第１および第２脈波信号Ｐ
Ｓ１およびＰＳ２について、第１および第２脈波信号ＰＳ１およびＰＳ２の振幅のピーク
Ａ１およびＡ２の時間差ΔｔをＰＴＴ（脈波伝搬時間）として算出する。
【００９０】
　同様に、この加圧過程で、ＣＰＵ１００のＰＴＴ検出部１１２は、センサ部４０Ａの第
１脈波センサ４０－１Ａおよび第２脈波センサ４０－２Ａから第１および第２脈波信号Ｐ
Ｓ１ＡおよびＰＳ２Ａを取得し、両脈波信号の波形間の相互相関係数ｒを算出する。ＣＰ
Ｕ１００は、加圧過程においてリアルタイムに算出される相互相関係数ｒが上記の閾値Ｔ
ｈを超えると判断すると、その時点のカフ圧Ｐｃにおいて検出される第１および第２脈波
信号ＰＳ１ＡおよびＰＳ２Ａについて、第１および第２脈波信号ＰＳ１ＡおよびＰＳ２Ａ
の振幅のピークの時間差ΔｔをＰＴＴ（脈波伝搬時間）として算出する。
【００９１】
　また、ＣＰＵ１００のＰＴＴ血圧算出部１１１は、公知の式（ＥＢＰ＝（α／（ＤＴ２

）＋β）に従い、センサ部４０，４０Ａの出力に従うＰＴＴに基づく血圧ＥＢＰをそれぞ
れ算出（推定）する。この式中のαとβは所定の係数であり、ＤＴは脈波伝搬時間を示す
。これにより、橈骨動脈９１のＰＴＴに基づく血圧ＥＢＰ（以下、血圧ＥＢＰ－１ともい
う）と、尺骨動脈９１ＡのＰＴＴに基づく血圧ＥＢＰ（以下、ＥＢＰ－２ともいう）が測
定される。平均血圧算出部１１３は、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２の平均を算出
する。
【００９２】
　ＣＰＵ１００は、操作部５２を介して測定開始が指示された後は停止の指示がなされな
い間は、ＰＴＴの算出と血圧ＥＢＰの算出を繰返し実施する。ＣＰＵ１００は、操作部５
２を介して測定停止の指示を入力すると、測定動作を終了するように各部を制御する。
【００９３】
　（オシロメトリック法による血圧測定の概要）
　オシロメトリック血圧算出部１１４によるオシロメトリック法に従う血圧測定機能を説
明する。まず、ユーザが操作部５２を介してオシロメトリックに従う血圧測定を指示する
と、ＣＰＵ１００は、オシロメトリック血圧算出部１１４を起動する。図７は、実施の形
態１に係るオシロメトリック法による血圧測定を行なう場合において、血圧計１が手首９
０に装着された状態での、手首の長手方向に沿った模式断面図である。
【００９４】
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　図７を参照して、押圧カフ２４は、内部の空気が排出されて非加圧状態となっており、
圧迫カフ２１は空気が供給された加圧状態になっている。圧迫カフ２１は、手首９０の周
方向に延在しており、ポンプ３２により加圧されると、左の手首９０の周方向を一様に圧
迫する。圧迫カフ２１の内周面と左の手首９０との間には、電極群４０Ｅしか存在してい
ないので、圧迫カフ２１による圧迫が他の部材により阻害されることがなく、血管を充分
に閉じることができる。
【００９５】
　オシロメトリック法による血圧測定では、オシロメトリック血圧算出部１１４は、測定
部位に対する圧迫カフ２１の加圧過程または減圧過程で検出される発振回路３１０を介し
た第１圧力センサ３１からの出力波形に従い、血圧を算出（推定）する。本実施の形態に
係るオシロメトリック法による血圧の算出方法は、公知の方法に従うので、ここでは説明
を繰返さない。
【００９６】
　表示制御部１２０は、血圧算出部１１０により算出された血圧を含む各種の情報に基づ
く表示データを生成し、生成した表示データに従いディスプレイ５０を駆動する。これに
より、ディスプレイ５０は、測定された血圧を含む情報を表示する。また、メモリ制御部
１３０は、血圧算出部１１０により算出された血圧を含む各種の情報をメモリ５１に格納
する。これにより、メモリ５１に、測定された血圧を含む情報の履歴を保存しておくこと
ができる。メモリ制御部１３０は、メモリ５１から、血圧算出部１１０により算出された
血圧を含む各種の情報を読出す。通信制御部１４０は、血圧算出部１１０により算出され
た、またはメモリ５１から読出された血圧を含む各種の情報を、通信部５９を介して、外
部の情報処理装置に送信し、当該情報処理装置に表示させる。
【００９７】
　図８の各部の機能は、メモリ５１にプログラムとして格納される。ＣＰＵ１００は、メ
モリ５１からプログラムを読出し実行することにより、各部の機能が実現される。なお、
各部の機能はプログラムで実現する方法に限定されない。例えば、ＡＳＩＣ（applicatio
n specific integrated circuit：特定用途向け集積回路）またはＦＰＧＡ（field-progr
ammable gate array）を含む回路により実現されてもよい。さらには、プログラムと回路
の組合せにより実現されてもよい。
【００９８】
　（処理フローチャート）
　図９は、実施の形態１に係るＰＴＴに基づく血圧測定の処理を示すフローチャートであ
る。このフローチャートに従うプログラムは、メモリ５１に格納されて、ＣＰＵ１００に
より読出されて、実行される。
【００９９】
　図９を参照して、まず、ＣＰＵ１００は、装着状態において、操作部５２でユーザがＰ
ＴＴの血圧測定開始のスイッチ操作をしたとき、開始指示を受付ける（ステップＳ１０）
。ＣＰＵ１００は、血圧測定を開始する際に、ポンプ３２および弁３３の接続先を押圧カ
フ２４，２４Ａに切り替えるよう、切替弁３５を制御する（ステップＳ１２）。これによ
り、カフ２４，２４Ａから空気を排気する。
【０１００】
　ＣＰＵ１００は、ポンプ３２を駆動して、押圧カフ２４，２４Ａを所定圧力まで加圧し
た後に弁３３を閉じて（ステップＳ１４）、その後、ポンプ３２を停止する（ステップＳ
Ｓ１６）。ＣＰＵ１００は、測定部位に、電流信号を出力して、脈波を示す電圧信号を検
出するよう、制御信号ＣＴ１とＣＴ２を、センサ部４０，４０Ａにそれぞれ出力する（ス
テップＳ１８）。
【０１０１】
　センサ部４０は、橈骨動脈９１の測定部位から検出された電圧信号（脈波信号）のディ
ジタルデータを出力するとともに、電圧信号のうち第１周波数の成分のＳ／Ｎ比Ｒ１を検
出し、ＣＰＵ１００に出力する（ステップＳ２２）。同様に、センサ部４０Ａは、尺骨動
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脈９１Ａの測定部位から検出された電圧信号（脈波信号）のディジタルデータを出力する
とともに、電圧信号のうち第２周波数の成分のＳ／Ｎ比Ｒ２を検出し、ＣＰＵ１００に出
力する（ステップＳ２２）。
【０１０２】
　ＰＴＴ検出部１１２は、センサ部４０，４０Ａからの脈波信号のそれぞれに従い、ＰＴ
Ｔを算出する（ステップＳ２４）。ＰＴＴ血圧算出部１１１は、センサ部４０に対応のＰ
ＴＴに基づく血圧ＥＢＰ－１を算出し、また、センサ部４０Ａに対応のＰＴＴに基づく血
圧ＥＢＰ－２を算出する（ステップＳ２６）。
【０１０３】
　ＣＰＵ１００は、算出された血圧ＥＢＰ－１，ＥＢＰ－２に基づく血圧の情報を出力す
る（ステップＳ２８）。例えば、表示制御部１２０は、当該血圧の情報を表示するようデ
ィスプレイ５０を制御する。または、メモリ制御部１３０は、当該血圧の情報をメモリ５
１に格納する。または、通信制御部１４０は、当該血圧の情報を、通信部５９を介して外
部の情報処理装置に送信する。
【０１０４】
　（測定結果の格納例）
　図１０は、実施の形態１に係る測定結果の格納例を示す図である。図１０を参照して、
メモリ５１は血圧計１の測定結果を記録するテーブル３９４を格納する。図１０を参照し
て、テーブル３９４は、測定結果のデータをレコード単位で格納する。各レコードは、当
該レコードを一意に識別するためのＩＤ(identification）のデータ３９Ｅ、測定日時の
データ３９Ｇ、オシロメトリック血圧算出部１１４により算出（推定）された血圧値（収
縮期血圧ＳＢＰと拡張期血圧ＤＢＰ）および脈拍数ＰＬＳを含むデータ３９Ｈ、Ｓ／Ｎ比
データ３９Ｉ、およびＰＴＴ血圧算出部１１１により算出（推定）された血圧を示すデー
タ３９Ｊを関連付けて含む。
【０１０５】
　Ｓ／Ｎ比データ３９Ｉは、関連付けられた血圧ＥＢＰ－１について検出されたＳ／Ｎ比
Ｒ１、および関連付けられた血圧ＥＢＰ－２について検出されたＳ／Ｎ比Ｒ２を含む。
【０１０６】
　データ３９Ｊは、ＰＴＴ血圧の測定時に算出（推定）された血圧ＥＢＰ－１および血圧
ＥＢＰ－２を含む。データ３９Ｊは、さらに代表血圧ＥＢＰ－Ｒを含むとしてもよい。代
表血圧ＥＢＰ－Ｒは、対応の血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２を代表する血圧を示す
。
【０１０７】
　メモリ制御部１３０は、測定日時のデータ３９Ｇに関連付けて、当該日時に測定された
オシロメトリック法に従う血圧および脈拍数のデータ３９Ｈ、およびＰＴＴに基づく血圧
値のデータ３９Ｊを、メモリ５１のテーブル３９４に格納する。
【０１０８】
　テーブル３９４における測定データの記憶の態様は、図１０に示すようなレコード単位
には限定されない。血圧が測定される毎に、検出されたデータ３９Ｅ～３９Ｊが関連付け
（紐付け）される態様であればよい。
【０１０９】
　（代表血圧ＥＢＰ－Ｒの決定方法）
　実施の形態１では、代表血圧ＥＢＰ－Ｒは、平均血圧算出部１１３が、対応の血圧ＥＢ
Ｐ－１および血圧ＥＢＰ－２から算出した平均の血圧を示すが、代表血圧ＥＢＰ－Ｒは、
平均血圧に限定されない。
【０１１０】
　例えば、ＣＰＵ１００は、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２のうちの予め定められ
た条件を満たす方を、代表血圧ＥＢＰ－Ｒと決定してもよい。予め定められた条件として
は、例えば、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２のうちの値が大きい方（または小さい
方）を代表血圧ＥＢＰ－Ｒと決定する。または、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２の
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うちの閾値を超える方（または閾値以下の方）を代表血圧ＥＢＰ－Ｒと決定する。または
、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２のうち対応するＳ／Ｎ比の高い方（ノイズが少な
い方）を代表血圧ＥＢＰ－Ｒと決定する。または、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２
のうち対応するＳ／Ｎ比が予め定められた閾値よりも大きい方（高い方）を代表血圧ＥＢ
Ｐ－Ｒと決定する。
【０１１１】
　また、平均血圧算出部１１３は、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２のそれぞれに重
み付けて平均を算出する重み付き平均算出の機能を有する。具体的には、血圧ＥＢＰ－１
の重みは対応のＳ／Ｎ比Ｒ１の値に基づき、血圧ＥＢＰ－２の重みは対応のＳ／Ｎ比Ｒ２
に基づいている。平均血圧算出部１１３は、対応するＳ／Ｎ比が高いほど（すなわち、ノ
イズが少ないほど）重みが大きくなるように設定する。したがって、重み付き平均による
算出される代表血圧ＥＢＰ－Ｒは、血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２のうちよりＳ／
Ｎ比が高い方の血圧に近い値を表すことが可能となる。
【０１１２】
　（表示例）
　図１１は、実施の形態１に係る測定結果の表示例を示す図である。図１１を参照して、
ディスプレイ５０の画面には、オシロメトリック法に基づく収縮期血圧ＳＢＰ、拡張期血
圧ＤＢＰおよび脈拍数ＰＬＳ、代表血圧ＥＢＰ－Ｒ、信頼度４０Ｂおよび測定日付を含む
。代表血圧ＥＢＰ－Ｒが基く血圧ＥＢＰ－１および血圧ＥＢＰ－２に対応のＳ／Ｎ比の値
に基づいている。信頼度４０Ｂは、表示されている代表血圧ＥＢＰ－Ｒの値の信頼度（ま
たは信憑性）を含む。
【０１１３】
　実施の形態１では、信頼度４０Ｂは、同一画面で表示中の代表血圧ＥＢＰ-Ｒが基づく
血圧ＥＢＰ－１，血圧ＥＢＰ－２に対応のＳ／Ｎ比Ｒ１，Ｓ／Ｎ比Ｒ２に基づくことがで
きる。例えば、ＣＰＵ１００は、このＳ／Ｎ比Ｒ１およびＳ／Ｎ比Ｒ２が閾値を超えて大
きい（高い）値であると判断したときは、信頼度は高いと決定し、信頼度４０Ｂを「ＧＯ
ＯＤ」の文字で表示する（図１１参照）。これに対し、ＣＰＵ１００は、このＳ／Ｎ比Ｒ
１およびＳ／Ｎ比Ｒ２のうち少なくとも一方が当該閾値以下の値であると判断したときは
、信頼度は低いと決定し、「ＮＧ」の文字で信頼度４０Ｂを表示する。
【０１１４】
　なお、信頼度の出力態様は、このような文字に限定されない。例えば、画像（絵柄）の
表示、代表血圧ＥＢＰ－Ｒの値の色などであってもよい。
【０１１５】
　図１１の画面によれば、ユーザは、信頼度４０Ｂから、表示される血圧ＥＢＰ－Ｒが信
頼できる値であるかに関する目安を得ることもできる。
【０１１６】
　図１１の表示例は、例えば、血圧測定が終了するとき（ステップＳ２８）の表示例、ま
たは図１０のテーブル３９４から読出されたデータの表示例に相当する。図１１の情報は
、表示制御部１２０がディスプレイ５０を制御することにより表示される。具体的には、
表示制御部１２０は、ＰＴＴ血圧算出部１１１により算出された血圧ＥＢＰ－１とＥＢＰ
－２に基づく代表血圧ＥＢＰ－Ｒ、オシロメトリック血圧算出部１１４により算出された
血圧の値、信頼度４０Ｂに基づく表示データを生成し、表示データに基づき、ディスプレ
イ５０を駆動する。または、表示制御部１２０が、図１０のテーブル３９４の関連付けら
れたデータ３９Ｈおよびデータ３９Ｊならびに信頼度４０Ｂに基づき表示データを生成し
、生成した表示データに基づき、ディスプレイ５０を駆動する。これにより、表示制御部
１２０は、測定された血圧のデータまたはテーブル３９４に格納された血圧のデータをデ
ィスプレイ５０に表示することができる。
【０１１７】
　（システムの構成）
　図１２は、実施の形態１に係るシステムの概略的な構成を示す図である。上記の血圧計
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１は、外部の情報処理装置であるサーバ３０または携帯型端末１０Ｂと、ネットワーク９
００を介し通信する。図１２のシステムでは、血圧計１はＬＡＮを介して携帯型端末１０
Ｂと通信し、携帯型端末１０Ｂはインターネットを介してサーバ３０と通信する。これに
より、血圧計１は携帯型端末１０Ｂを経由してサーバ３０と通信することができる。なお
、血圧計１は、携帯型端末１０Ｂを経由せずに、サーバ３０と通信してもよい。
【０１１８】
　上記の実施の形態１では、図１１の情報は血圧計１のディスプレイ５０に表示されたが
、ＣＰＵ１００は当該情報を携帯型端末１０Ｂに送信し、表示部１５８に表示させるよう
にしてもよい。
【０１１９】
　また、図１０のテーブル３９４に示す測定結果の格納先は、血圧計１のメモリ５１に限
定されない。例えば、携帯型端末１０Ｂの記憶部、またはサーバ３０の記憶部３２Ａであ
ってもよい。または、メモリ５１、携帯型端末１０Ｂの記憶部、およびサーバ３０の記憶
部３２Ａの２つ以上に格納されてもよい。
【０１２０】
　（実施の形態１の利点）
　図１３は、実施の形態１の背景を説明するための図である。図１４は、実施の形態１の
構成を示す図である。まず、脈波信号の測定部位として複数の部位が有る場合、インピー
ダンスによりＰＴＴを算出する際は、個人差により、または血圧計１の装着態様により、
Ｓ／Ｎ比が高い電圧信号（脈波信号）を検出できる部位はバラツキがあるため、複数の測
定部位のうち、Ｓ／Ｎ比が高い電圧信号（脈波信号）を検出できる部位を判定し、判定さ
れた方の部位から脈波信号を検出することが望ましい。
【０１２１】
　このような背景のもと、橈骨動脈９１と尺骨動脈９１Ａの両方の測定部位に電流を同時
に流した場合、図１３（Ｃ）に示すように、互いに干渉し、電位分布が本来得られるもの
と異なる可能性がある。
【０１２２】
　この点に関し、実施の形態１では、図１４に示すように、橈骨動脈９１と尺骨動脈９１
Ａの両方を測定部位として電極を配置し、各測定部位に対して異なる周波数（第１周波数
または第２周波数）の電流を出力し、各測定部位から検出される脈波を表す電圧信号を、
対応する周波数に対応のフィルタ特性に基づき処理する。
【０１２３】
　これにより、上記の干渉が発生するとしても、干渉による信号成分が排除された脈波信
号を抽出することができる。
【０１２４】
　さらに、実施の形態１では、上記に述べたＳ／Ｎ比のより高い方の脈波信号を選択する
ことで、高い精度の脈波情報および代表血圧ＥＢＰ－Ｒを取得することができる。
【０１２５】
　（第１周波数と第２周波数）
　実施の形態１では、第１周波数は、第２周波数とは異なる値を示す。例えば、第１周波
数は５０ｋＨｚおよび６０ｋＨｚのうちの一方であり、第２周波数はその他方である。な
お、第１周波数および第２周波数の値は、これらに限定されない。
【０１２６】
　[実施の形態２]
　実施の形態２では、実施の形態１と異なり、第１脈波センサ部に相当するセンサ部４０
と第２脈波センサ部に相当するセンサ部４０Ａは、同時に駆動されるのではなく、予め定
められた間隔で交互に駆動される。
【０１２７】
　実施の形態２に係る血圧計１は、実施の形態１のＣＰＵ１００とは異なる機能を実現す
るＣＰＵ１００Ａを備える。実施の形態２に係る血圧計１の構成は、図１に示された構成
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と同様であるので、説明は繰返さない。
【０１２８】
　図１５は、実施の形態２に係るＣＰＵ１００Ａが備える測定に関する機能の構成を模式
的に示す図である。図１５を参照して、ＣＰＵ１００Ａは、図８に示したＣＰＵ１００の
構成に追加して、切替部１５０を備える。ＣＰＵ１００Ａの他の機能は、図８に示すもの
と同様であるから、説明は繰返さない。
【０１２９】
　切替部１５０は、センサ部４０に制御信号ＣＴ１を出力し、またセンサ部４０Ａに制御
信号ＣＴ２を出力する。切替部１５０は、予め定められた周期（間隔）ＣＲで、交互に制
御信号ＣＴ１と制御信号ＣＴ２を出力する。センサ部４０は、切替部１５０から制御信号
ＣＴ１が出力される期間は駆動されて、制御信号ＣＴ１が出力されない期間は停止する。
同様に、センサ部４０Ａは、切替部１５０から制御信号ＣＴ２が出力される期間は駆動さ
れて、制御信号ＣＴ２が出力されない期間は停止する。センサ部４０とセンサ部４０Ａは
、それぞれ、駆動される期間は、実施の形態１と同様に動作する。
【０１３０】
　実施の形態２では、センサ部４０の交流電源部４９２により測定部位（橈骨動脈９１に
対応の部位）に出力する第１電流信号が有する第１周波数と、センサ部４０Ａの交流電源
部４９２Ａにより測定部位（橈骨動脈９１に対応の部位）に出力する第２電流信号が有す
る第２周波数とは、同じ周波数であって、例えば５０ｋＨｚを示すが、これに限定されな
い。したがって、フィルタ部４９３およびフィルタ部４９３Ａも、５０ｋＨｚに応じた周
波数特性（カットオフ周波数）を有する。
【０１３１】
　実施の形態２では、測定部位に出力される電流の周波数は５０ｋＨｚ、ＰＴＴ算出のた
めのサンプリングレートは、例えば３００Ｈｚとした場合に、出力される電流の周波数は
十分に大きいために、上記の周期ＣＲを数百～数ｋＨｚに対応した周期に決定する。この
周期は、測定部位に出力される電流の周波数とサンプリングレートに基づき決定すること
が望ましい。
【０１３２】
　図１６は、実施の形態２に係る周期ＣＲを模式的に示す図である。切替部１５０は、図
１６に示すように、周期ＣＲに従い、交互に制御信号ＣＴ１と制御信号ＣＴ２を出力する
。これにより、半周期ＣＲ１毎に、センサ部４０とセンサ部４０Ａが交互に駆動される。
図１７は、実施の形態２に係る測定部位に出力される電流信号の波形を模式的に示す図で
ある。センサ部４０またはセンサ部４０Ａから図１７（Ａ）に示す５０ｋＨｚの電流信号
が、対応の測定部位に出力される場合に、切替部１５０が２５ｋＨｚに従う周期ＣＲで交
互に制御信号ＣＴ１と制御信号ＣＴ２を出力する。このとき、センサ部４０から橈骨動脈
９１に対応する測定部位に出力される電流信号と、センサ部４０Ａから尺骨動脈９１Ａに
対応する測定部位に出力される電流信号の波形（図１７（Ｂ））は、図１７（Ａ）の波形
と類似する。
【０１３３】
　実施の形態２においても、図９に示したフローチャートに従い、ＰＴＴに基づく血圧測
定の処理が実施される。
【０１３４】
　（実施の形態２の利点）
　上記に述べたように、インピーダンスによりＰＴＴを算出する際は、個人差または血圧
計１の装着態様により、Ｓ／Ｎ比が高い電圧信号（脈波信号）を検出できる部位はバラツ
クため、複数の測定部位のうち、Ｓ／Ｎ比が高い電圧信号（脈波信号）を検出できる部位
を判定し、判定された方の部位から脈波信号を検出することが望ましい。
【０１３５】
　このような背景のもと、橈骨動脈９１と尺骨動脈９１Ａの両方の測定部位に電流を同時
に流すとすれば、図１３（Ｃ）に示すように、互いに干渉し、電位分布が本来得られるも
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のと異なる可能性がある。
【０１３６】
　この点に関し、実施の形態２では、切替部１５０は、図１６に示すように、橈骨動脈９
１と尺骨動脈９１Ａに対応する各測定部位に対して、予め定められた間隔（周期ＣＲに従
う間隔）で、同じ周波数の電流信号を交互に出力し、且つ各測定部位から検出される脈波
を表す電圧信号からＰＴＴを含む脈波の情報を取得する。これにより、各測定部位に電流
信号が出力されるときは、図１３（Ａ）または図１３（Ｂ）に示すように、他方の測定部
位に電流信号は出力されないため、図１３（Ｃ）に示す干渉の発生を防止することができ
る。
【０１３７】
　さらに、実施の形態２でも、実施の形態１と同様に、Ｓ／Ｎ比のより高い方の脈波信号
を選択することで、高い精度の脈波情報および代表血圧ＥＢＰ－Ｒを取得することもでき
る。また、実施の形態２でも、実施の形態１と同様に、測定結果のディスプレイ５０への
表示、メモリ５１への格納、および外部の情報処理装置への送信も実施される。
【０１３８】
　実施の形態２では、第１周波数および第２周波数は同じ周波数としているが、異なって
いてもよい。例えば、実施の形態１と同様に、第１周波数は５０ｋＨｚおよび６０ｋＨｚ
のうちの一方であり、第２周波数はその他方である。
【０１３９】
　[実施の形態３]
　実施の形態３では、血圧計１の動作モードを説明する。血圧計１は、脈波の情報を測定
するモードとして、選択的に起動される第１モードと第２モードとを備える。第１モード
では、センサ部４０は、第１周波数を有する第１電流信号を橈骨動脈９１に対応の測定部
位に出力し、当該測定部位から検出する脈波信号を表す電圧信号を第１周波数に対応のフ
ィルタ特性に基づき処理する。また、センサ部４０Ａは、センサ部４０が第１電流信号を
出力する際に、第２周波数を有する第２電流信号を尺骨動脈９１Ａに対応の測定部位に出
力し、当該測定部位から検出する脈波信号を表す電圧信号を第２周波数に対応のフィルタ
特性に基づき処理する。第１モードでは、切替部１５０は、停止する。
【０１４０】
　第２モードでは、第１脈波センサ部と第２脈波センサ部を、切替部１５０により、予め
定められた間隔で交互に駆動する。
【０１４１】
　第１モードおよび第２モードにいずれにおいても、血圧計１は上記に述べた干渉による
影響がないＰＴＴを含む脈波の情報を取得することができる。
【０１４２】
　ユーザは、操作部５２を操作することにより、ＣＰＵ１００に対して、モード１および
モード２にいずれを起動するかを指示することができる。
【０１４３】
　[実施の形態４]
　上述した実施の形態において、コンピュータを機能させて、図９のフローチャートで説
明したような処理を実行させるプログラムを提供することができる。
【０１４４】
　図１８は、実施の形態４に係る血圧計１の制御方法を示すフローチャートである。図１
９は、実施の形態４に係る血圧計１の他の制御方法を示すフローチャートである。図９の
ステップＳ１８では、実施の形態１の場合は、図１８のフローチャートに従う処理が実行
されて、実施の形態２に場合は、図１９のフローチャートに従う処理が実行される。
【０１４５】
　図１８を参照して、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１８において、センサ部４０，４０Ａ
を次のように制御する。まず、第１脈波センサ部（センサ部４０）の交流電源部４９２を
、第１周波数を有する第１電流信号を対応の測定部位（橈骨動脈９１に対応の測定部位）
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に出力するよう制御する第１出力ステップ（ステップＳ３１）と、第１脈波センサ部の電
圧検出部４９１を、当該第１脈波センサ部に対応の測定部位（橈骨動脈９１に対応の測定
部位）から脈波を表す電圧信号を検出するよう制御する第１検出ステップ（ステップＳ３
２）と、第２脈波センサ部（センサ部４０Ａ）の交流電源部４９２Ａを、第２周波数を有
する第２電流信号を対応の測定部位（尺骨動脈９１Ａに対応の測定部位）に出力するよう
制御する第２出力ステップ（ステップＳ３３）と、第２脈波センサ部の電圧検出部４９１
Ａを、当該第２脈波センサ部に対応の測定部位（尺骨動脈９１Ａに対応の測定部位）から
脈波を表す電圧信号を検出するよう制御する第２検出ステップ（ステップＳ３４）と、上
記の第１検出ステップ(ステップＳ３２）において検出する脈波を表す電圧信号を、第１
周波数に対応のフィルタ特性に基づきフィルタ部４９３を用いて処理する第１処理ステッ
プ（ステップＳ３５）と、上記の第２検出ステップにおいて検出する脈波を表す電圧信号
を、第２周波数に対応のフィルタ特性に基づきフィルタ部４９３Ａを用いて処理する第２
処理ステップ（ステップＳ３６）を実行する。
【０１４６】
　また、図１９を参照して、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１８において、センサ部４０，
４０Ａを次のように制御する。まず、第１脈波センサ部（センサ部４０）と第２脈波セン
サ部（センサ部４０Ａ）を、予め定められた間隔で交互に駆動するよう切替部１５０を制
御するステップ（ステップＳ４１）と、第１脈波センサ部の交流電源部４９２を、第１周
波数を有する第１電流信号を対応の測定部位（橈骨動脈９１に対応の測定部位）に出力す
るよう制御する第１出力ステップ（ステップＳ４２）と、第１脈波センサ部も電圧検出部
４９１を、対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するよう制御する第１検出ステ
ップ（ステップＳ４３）と、第２脈波センサ部の交流電源部４９２Ａを、第２周波数を有
する第２電流信号を対応の測定部位（尺骨動脈９１Ａに対応の測定部位）に出力するよう
制御する第２出力ステップ（ステップＳ４４）と、第２脈波センサ部の交流電源部４９２
Ａを、対応の測定部位から脈波を表す電圧信号を検出するよう制御する第２検出ステップ
（ステップＳ４５）とを実行する。
【０１４７】
　図９、図１８および図１９のフローチャートに従いプログラムは、血圧計１のコンピュ
ータに付属するＣＤ（Compact　Disk　Read　Only　Memory）、二次記憶装置、主記憶装
置およびメモリカードなどの一時的でないコンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録さ
せて提供することもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記
録媒体にて記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワーク９００
を介したダウンロードによって、プログラムを提供することもできる。
【０１４８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【０１４９】
　１　血圧計、１０　本体、１０Ｂ　携帯型端末、３０　サーバ、４０，４０Ａ　センサ
部、４０Ｂ　信頼度、４０Ｅ，４０Ｆ　電極群、４９１，４９１Ａ　電圧検出部、５０　
ディスプレイ、５１　メモリ、５２　操作部、５３　電池、５９　通信部、７１，７２　
配線、９０　手首、９１　橈骨動脈、９１Ａ　尺骨動脈、１１０　血圧算出部、１１１　
ＰＴＴ血圧算出部、１１２　ＰＴＴ検出部、１１３　平均血圧算出部、１１４　オシロメ
トリック血圧算出部、１２０　表示制御部、１３０　メモリ制御部、１４０　通信制御部
、１５０　切替部、１５８　表示部、３１０，３４０　発振回路、３９４　テーブル、４
９２，４９２Ａ　交流電源部、４９３，４９３Ａ　フィルタ部、４９４，４９４Ａ　Ｓ／
Ｎ検出部、４９５，４９５Ａ　Ａ／Ｄ変換部、９００　ネットワーク、Ａ１，Ａ２　ピー
ク、ＣＲ　周期、ＣＲ１　半周期、ＣＴ１，ＣＴ２　制御信号、Ｄ　間隔、ＤＢＰ　拡張
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期血圧、ＳＢＰ　収縮期血圧、ＥＢＰ－Ｒ　代表血圧、Ｒ１，Ｒ２　Ｓ／Ｎ比、ＰＬＳ　
脈拍数、ＰＳ１，ＰＳ１Ａ，ＰＳ２Ａ，ＰＳ２　脈波信号、Ｙ　幅方向、ｉ　定電流、ｒ
　相互相関係数、ｖ１，ｖ１Ａ，ｖ２，ｖ２Ａ　電圧信号。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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